
   令和５年度茨城かんしょトップランナー産地拡大事業 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

      

 

 

 

      

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

チラシの内容に関するお問合せ先 

県西農林事務所振興・環境室農業振興課（TEL：0296-24-9174） 

産地振興課露地野菜ｸﾞﾙｰﾌﾟ（TEL：029-301-3950）E-mail:sansin@pref.ibaraki.lg.jp 

またはお近くの地域農業改良普及センター、市町村農業担当課へ 

◇事業には要件があります。詳しくは下記までお問い合わせください。 

○ 荒廃農地をかんしょ畑に再生する費

用を支援！※1 

○ 樹木の伐採抜根費用は   

さらに上乗せ
．．．．．．

で支援！※2 

○ １ha 以上再生する場合には、 

補助率・補助額の上限がアップ！必要

な機械導入も支援！ 

1/3 補助 上限 200 万円‼ 
 

荒廃農地を紹介されても、再生の費用がねぇ・・・ 

荒廃農地等再生費用の1/2 補助（※1） 

上限 10 万円/10a 

1ha 以上再生する場合は 
荒廃農地等再生費用の2/3 補助 

上限 15 万円/10a 

 樹木の伐採抜根費用の1/2 補助（※2） 

上限 15 万円/10a 

1ha 以上再生する場合は 
樹木の伐採抜根費用の2/3 補助 

上限 20 万円/10a 

 

 

1.5 万円/10a 
1ha 以上まとまった農地を 

貸出す場合は  

２万円/10a 

 かんしょ増産支援中！ 
茨城県のかんしょ産出額は全国第１位！ 

干し芋や焼き芋の人気が高まっている今がかんしょ増産のチャンスです。 
県では、生産拡大、品質向上を強力に支援しています！ 

ぜひお気軽にご連絡ください。 

今なら県がここまで支援！ 

申請書類の提出期限は令和６年１月 31 日まで。 

作りたいけど、畑がない・・・ 

○ 希望地域の農地を県と市町村で紹介！ 

○ 今なら農地の貸し主に協力金を支給！ 

茨 城 県 


